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郵
政
民
営
化
の
見
直
し
議
論
に
関
す
る
質
問
主
意
書

鳩
山
�
夫
総
務
相
は
今
月
二
十
一
日
の
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
、
二
〇
一
七
年
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
傘

下
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び
か
ん
ぽ
生
命
保
険
の
全
株
式
売
却
の
時
期
に
つ
い
て
「
今
は
そ
の
原
則
に
従
う
わ
け
だ
が
、
（
政

府
の
郵
政
民
営
化
委
員
会
の
）
見
直
し
プ
ロ
セ
ス
で
、
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
述
べ
、
三
年
ご
と
に
民
営
化
の
進
捗
状
況

な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
政
府
の
民
営
化
委
員
会
の
議
論
な
ど
の
行
方
に
よ
っ
て
は
完
全
民
営
化
の
時
期
が
延
期
さ
れ
る
可
能
性

を
示
唆
し
た
。

ま
た
、
日
本
郵
政
が
目
指
し
て
い
る
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
か
ん
ぽ
生
命
の
二
〇
一
〇
年
度
の
株
式
上
場
に
つ
い
て
は
「
例
外
的

な
早
め
の
上
場
は
（
売
却
凍
結
を
示
し
た
）
総
理
の
発
言
で
打
ち
消
さ
れ
た
」
と
語
り
、
早
期
上
場
は
難
し
い
と
の
見
方
を
示

し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
、
実
際
に
延
期
す
る
場
合
は
、
郵
政
民
営
化
関
連
法
の
改
正
が
必
要
と
な
る
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
十
月

二
十
一
日
法
律
第
九
十
七
号
）
第
七
条
第
二
項
等
）
。

さ
ら
に
、
他
国
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
報
道
（
今
月
二
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
紙
）
に
よ
る
と
、
サ
ル
コ
ジ

大
統
領
の
特
別
顧
問
（
ア
ン
リ
・
グ
ァ
イ
ノ
氏
）
が
、
「
資
本
開
放
は
も
は
や
な
い
」
旨
を
述
べ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一



サ
ル
コ
ジ
政
権
は
わ
が
国
と
同
じ
く
郵
政
民
営
化
を
進
め
る
政
策
を
と
り
、
郵
便
局
「
ラ
・
ポ
ス
ト
」
は
、
民
営
化
に
向

け
、
事
業
売
却
に
よ
っ
て
約
三
十
億
ユ
ー
ロ
（
約
四
千
億
円
）
を
調
達
す
る
計
画
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
の

部
分
民
営
化
を
目
指
し
、
事
業
体
と
し
て
の
形
態
変
更
を
政
府
に
対
し
要
求
す
る
と
の
発
表
を
本
年
八
月
に
行
っ
た
が
、
世
界

的
な
金
融
危
機
と
い
う
事
態
を
迎
え
、
見
直
し
が
検
討
さ
れ
始
め
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

思
う
に
、
上
場
会
社
は
会
社
の
所
有
者
た
る
株
主
の
利
益
を
図
る
責
任
が
あ
り
、
上
場
に
際
し
て
は
、
債
務
圧
縮
が
必
須

な
上
、
配
当
や
株
価
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
形
で
株
主
に
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
、
郵
政
に
関
し
て
は
業
務
の
性
質
上
「
公
共
性
の
維
持
」
が
求
め
ら
れ
る
が
、
株
主
利
益
の
実
現
に
あ
た
っ
て
は

効
率
化
が
必
須
な
上
、
上
場
す
れ
ば
株
価
変
動
の
リ
ス
ク
も
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
の
対
立
し
う
る
観
点
の
調
整
に
つ
き
、
い

か
に
考
え
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

資
金
運
営
と
新
規
預
金
や
保
険
、
総
合
口
座
の
残
額
管
理
に
つ
い
て
は
郵
便
貯
金
銀
行
、
郵
便
保
険
会
社
に
移
管
さ
れ
る

た
め
、
長
期
的
に
は
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
は
廃
止
が
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に

関
す
る
法
的
根
拠
は
何
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


